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「要介護予防運動指導者認定制度の構築j
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1.研究の目的

本研究は、(財)日本スポーツクラブ協会(JSCA) 

がすすめる要介護予防運動指導者制度の開発と諸子に同

プロジェクトの座長・メンバーとして関わり、セラピュ

ーティックヱクササイズ《参照:r要介護予防運動指導者

養成のプログラム開発」関東明境大学『人間環境学会紀

要』第2号、 2004年7月刊》の概念を構想すると共に、

プロジェクトによる認定制度の確立後、そのコンセプト

を岩手県で開催した「要介護予防運動スベ、ンャリスト」

甥 1回、運動系資格既得者)指導者養成講習会で詳述

し、以後、介護系資格既得昔に対する第2'"'"'3回(共に東

京都での開働、第4回(朝司県)、第5回(横浜市)講習会

開催を通し、指導者養成の全容の整理とその実践形態の

確立を目的としている。

ll.研究の方法

本研究は、要介護予防運動指導養成・認定プログラム

を構築するうえで、求められる要介護予防運動の外延と

内包をピクトリアルモデル化し明確にしていくため、文

献砂院及び実践活動と共に情報収集を進め、プロジェク

トワークをとおして、要介護予防運動に必須となる不可

欠要素の抽出及ひそ分析をすすめる。

m.自身の健康の獲得にセルフケア行動を生かす工夫

現代の日本において、健康でより豊かな生活をする

には、個人がいかにレジャー・レクリエーションの知

られざる力をどう積極的に認識で、きるかにかかってお

り、“生活習慣の工夫により余暇を機能させ

(=Leisurelization余暇イげ'、“余暇を活用して生活習

慣を転換する(=Leisurab也生y余暇能力)"必要性を
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本学会ニュース倒0.78、2∞4、Aug.)でも説いたが、

言うまでもなく、本開句な健康の維持増進は、自分で

しかできないことであり、その自発的・自主白骨子為を、

自らのセルフケア行動の具体化と工夫により実現する

ことが必要となる。

セルフケアの概念1)2)を概括す寸Uま、個人が生命、

健康、及び安寧を維持する上で、自分自身のために積

樹句に行う実践である。健康をそこない、また健康に

不安を抱えるとき、セノレフケア行動による阻害関連要

因を除去し、また逆に向上を図るための関連要因に対

する実践か法を知り得ておくことが、現代担会では不

可欠である。セルフケア行動が新子で、き得る能力を有

していなければ、そこには当然のように支援キ援助、

また指導という領域が生じてくる。

N.中・高年者に対する健康維持・管理に対するセル

フケア及びセルフ・モニタリングの認識

具体的に、セルフケア行動が効果的に行われているか

や、日々の行動により、自身の億康や生命、安寧に対す

る負の要因が生起しているカ斗とついては、自己監視法(セ

ルフ・モニタリングJ3)の概念も必要となる。セルフ・

モニタリングの概念は、自分の行動や樹育、体調などを

観諜・言E撮することで、自分自身に対する客観的な気づ

きをもたらすものである。

敷貯すれば、まさに好ましし喉鵠状態であれば、不安

を持つこともなく、自己の管理加宅カを意識することも少

なくてす吃fことは論を待たない。健康であるがゆえに、

短絡的にセルフケア行動も、セルフ・モニタリングの必

要性も生じないと錯覚しがちである。健康を害し、通常

の日常生活に支障が出てきではじめて、健康観、即ち、

健康であるありがたさを強く意献することになる。

高餅士会における鴨康観の樹尋"は、人生の早い時

期に認識を促し、その行動の自然化(=日常生活で、当

たり前のように、好ましし可子動を生んでいくこと)を進

めることが重要である。

例えば、現在の日本担金での公害問題などは、既に高

いモニタリングレベルにあり、人々は、環境を害する企



期舌動についても、高い監視能力を有している。このよ

うに、自己の健康維持増進に対する行動に対しても高い

レベルでのセルフ・モニタリング(自己監卸能力を持

つことが必要であり、その認識を求めていくことが重要

である。

V.要介護予防運動の概念と本質

高齢者の健康を阻害するものは、掬丙というよりも、

むしろ身体と精神の虚頼回こ起因する症備学であり、

「老年症候群」と呼閥、る→車の現象である。虚号引ヒ

(蔚討り、転倒・骨折、失禁、低栄養(アルブ、ミン値

3.9~玉g/dの、生活機能の低下と閉じこもり、うつ状態、

認決機能低下・ボケなどが重層的に存在し、このような

老年期症候群こそが著しい心身の虚5剖己とともに潜在

的な疾病を顕在化させ、やがて廃用症候群を経て寝たき

りに向かうことになる。 4)

例えば、尿失禁には、腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、

溢流性尿失禁、機能性尿失禁、などがあるが、腹圧性

尿失禁の改善に対しては骨盤醐淘l練により約65%

の人に効果があるといわれる。骨盤蹴部土、骨盤摘膜

と尿生殖潮莫などから構成され、骨盤内臓の重みを支

える機能が重要5)となっている。この骨盤低筋の筋力向

上が腹回全尿失禁の明坊に役立つことになる。機能性尿

失禁には、日常生活動作(油11)の低下によるものと、

痴呆によるものとに類別されるが、いずれも油Lの向

上を図ることで、その症状を軽減することができる。

要介護度の認定における原因区分は、「脳卒中型」

「痴呆型Jr.廃用症備常勤の3種類に類別できるが、

要介護にいたる要件の予防は、生活機能低下、転倒・

骨折、軽度の痴呆、尿失禁、低栄養状態、足(指・爪)

のトラブ'iv，気進感染・口腔内の課題に対する具体的

な方策が必要である。担割幾能低下には筋力向上訓練

が、転倒創換者キ軽度の痴呆にはそれぞれ訓練と生活

改善による予防が必要となり、尿失禁経験者には尿失

禁を予防するために骨盤底筋の樹七を促す体掛坊主有効

であり、低栄養状態には栄養改善の指導主足のトラブ

ノレには適切な靴と中敷(インソーノレ)の調整、口腔ケ

アにはうがし中歯磨きの脳子と義歯調整が重要となる。

特に転倒予防については高齢者の転倒の実態と原因

を知り、なぜ転倒が起こるのか、高齢者の体力糊生と転

倒のメカニズムの理角本高齢者の筋力・体力・骨の特性か

ら転倒組章することが重要となる。 6)

要介護予防の基材句な考え方、あるいは要介護予防

の対策は、日常的な身体活動レベルを向上させ、 AD

Lの向上を図ると共に、健康に対する積極拘な姿勢と

態度を醸成し、健康への意識を高めていくことにある。

VI.郵糟予防運動指導者認定制度の構築

リノ、ピリテーションが、狭い領域を扱うものではな

いという理解は進んで、いる。しかしりハピリテーショ

ンの範韓は明快であり、障害キ疾病あるいは心身の課

題を有している対象者にその改善や快方を求めてなさ

れる。健康で生活が自立しているとすすUま、リハビリ

テーションの必要性はなし、しかし健康で、はあるが将

来・近未来に介護を必要としないよう、予防していく

プロセスは、リハビリテーションの鑑鵡ではなしL こ

れから課題を抱えることがないよう、治療的・劇胡句・

療育的な意図をもっプログラムで、あれば、セラピュー

ティックエクササイズ(出erapeuticexe問問=TE)
である。 TEは、対象者の課題に対応すれば、リハビ

リテーションとなり、 TEに楽しさやおもしろさが意

図されれば、セラピューティックレクリエーション

(therapeutic recreation=TR) 1)へと変容する。楽

しさやおもしろさを味わいながらプログラムを実施すれ

ば、楽しみな活動(主たる目的、これを快追求という)

と治療的な活動慌たる目的、これを癒しという)8)と

の比重や占める割合の変化で成り立っている概念がセラ

ビューティックレクリエーションであると理解できる。

要介護予防は、対象者の状態や状況により、リハビリ

テーションが必要とされたり、セラピューティックエク

ササイズであったり、セラピューティックレクリエーシ

ョンになったりする個1のピクトリアルモデ川。

図1.リハビリテーション;TE;TR反概鈎句関

連9)の図描モデ〉レ【PictorialModel】

，，
 

J
 a

F
 

4
F
 

，
 セラヒ。ューティック

エクササイズ(τ百)

E
d
 

ρ
h
v
 



セラピューティックエクササイズは、治療 (cure)の

領域を中心とする看護や、世話・介抱(cぽ e)の領域を基本

とする介護だけに限定されるものではなく、予測される

課題解決を自働句あるいは他働句に事前に巨躍する役割

を担うプログラムである。その指導に直張携わるものが

要介護予防運動スペシャリストであり要介護予防運動コ

ーディネーターである。

概念を整理すれば、リハピリテーションは明確に医療

の世界で、課題や働丙あるいは障害に対官する具体的で

科学的な治療の領域;次に不安などを有したり抱いたり

すすLぽ、その対処を求めて予防的な視点、あるいは虚弱

化していることに対する強化を求めて新子されるのが、

TEの領域;そして現在、健康であるがセルフケア行動

やセノレフ・モニタリングも含め、積極的に健康時樹事着

進あるいは向上に努めようと実施されることを含む領域

がTRである。

要介護予防運動の概念と本質は、既に要介護が常態で

ある人々だけを対象としているのではな川要支援、要

介護者のみならず、要介護認定を受けていない人、要

介官欝b定で、「非該当(自主zJJと判定された人、さらに

いうならば、健康であるが予防的視点から早期に導入

する意図を持つ対象者を含むものである。

ここでは(財)日本スポーツクラブ、協会における資格認

定制度(参照:図2)を論じるが、同制度は2側年度か

ら「介護側姉tl度Jにおける要介護予防サービスの展開
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に対応した、対象ずtに対する要介護予防運醐欝募者資格

認定及びその養成制度で、要介護者等の自立生活の支援

に不可欠である身体機能の回復・維持・向上を主たる目

的とする指導者は凄介護予防運動スペシャリスト資格

およ吠号要介護予防運動コーデ、ィネーター資格)の養成

を全国的に普及・展開することを目的とし、運動と介護

の専門的知識とプログラム実践及びその指導技術を兼ね

備えたマンパワー(指導者)の早急な育成が緊急課題であ

り、そうし加攻策動向に対応し、構築したものである。

(上記の対象宥恥該当する範障は、要支援、要介護者の

みならず、要介護認定を受けていない人、要介護認定で

「非該当(自立)J と判定された人を含むものである。)

E 指導者認定首都肢のカリキュラムの理念10)

(1)体系としては、スペシャリスト資格では介護実践

運動指導が中心となり、コーデ、ィネーター資格では、

介護実践運搬脂導および事業運営を柱としている

(2)講習会受講対象として、運動系資格既得者、升護

系資格既得者、及てト般の3つのカテゴリーに姉志

したものである

(3)介護実践運動指導についても運動系資格既得

者の受講者及び介護系資格既得者の受講者がそ

れぞれ有する専門知識・スキルに適合したカリキ

ュラム内容(運動系に必要な介護拘識・技術;介

護系に必要桁麗搬日識・技術)とし、要升護予防

運動内容を明確に学び、財尋している資格に対応

した科目免除制度を導入する。また必要により科

目単位の耳政r得帰tこつUい、吋てlはま

ついてもその一部を通信講座制として導入でで、き

るものとしている

(4)既取衛難車資格の該当範囲およて澗車団体の資

格所有者に対する既修得内容の科目・単位の振替

及て瀬み替えの運用については(財)日本スポー

ツクラブ協会(JSCA)内に設置される指導者

認定委員会の決するところによるとなっている

(5)関連資格を有しない一瀬受講者には、全般的な

知識・技体訪1習得できるカリキュラム内容と、する

となっている。

温まとめ
厚生労働省は、介護の必要度(要介護劇の軽い人へ

のサービス内容を抜材句に見直す方向性を打ち出し、特

定例丙気でなく加齢による身体機能の衰えが原因の場合

には、家事援助の和聞の前に要介護予防サービスの利用
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を義務付け、身体機能改善への取り組みを怠ることで状

況カ帯化することを防ぎたい考えで、 2側年の実施を目

指している。

積極均に身体機能の樹寺向上をはかり、要支援、要介

護に至らない豊かな高齢後期の時代を過ごすには、単に

リハビリテーショシ慨念の導入だけでは立ち行かない。

中高齢者が課題を抱える前に、また寸分な体力や身体機

能特色カを有しているときに、それらの機能を意識化し、

残存させ、向上させていくことが重要である。個人の意

識もさることながら、その個人を支接する佐会システム

の構築も重要である。

(財)日本スポーツクラブ協会(JSCA)より、要

介護予防運動指導者養成のプログ、ラム開発の委託を受け、

鈴木が座長としてプロジェクトの立ち上げからセラビュ

ーティックエクササイズの理念やカリキュラム内容の構

成、資格及て湘導者養成制度等について具体化したが、

プロジェクトメンバーによる指導者養成の実施とともに

多くのケーススタディーを積み重ね、よりよい持縛へと

進化させている。

要介護予防運動プログラムによる指導者養成が、 2∞4

年 7月から実施されているが、受講後有資格者として実

際に指導に樹つる者には、課題を抱える対象者に対して、

“見えるもの"を提供する単なるサービス(サーバント

とマスターの関係)の視点を越え、“見えない尊厳や愛

情"といった処遇であるホスピタリティー(ホストとゲ

ストの関係)的精神の視点で、樹止の向上を担う意識が

強く求めら払通信調車の冒頭においても、「要介護予防

運動指導の実施および精導のIÜ1~J のレポート提出を義
務づけている。

豊かな社会となり、自らのエネノレギーを身体運動や身

嗣舌動に費やすことが激減してきた今、積極的な運動の

意識化は万人に必要不可欠である。どのように生活が豊

かになろうと、自身の欲求(Wants)として効果的桁輯を

自ら生起させ、摂り込まなけれ出確かな健康は得られな

いし、実現することはできないことを肝に銘じておくべ

きである。要亦護予防運動は、特化され、限られた人へ

のプログラムではなく、一人ひとりが身体機包が豊かで

あるときにこそ意識し、それを日常生活化すべき現代社

会での必需のプログラムである。加えて、それらのプロ

グラムが、主体的，自説包に実施されるものであるなら、

単なる遊びでもない、仕事でもない、その聞に存在する

倉成勧告な活動、時間、状態のなかで実施されるもので、

多くの部分が斜毘(Leisぽ e)のなかで、取り組まれるこ

とになる。一人ひとりの豊かなライフデザインに、真の

余暇を位置づけ、倉崎していくことが重要である。健康

づくりの実瞬ま、とりもなおさす沫来「自分でしかでき

ない領域Jであり、そうでなければやむを得ず、人のカ

を借りなければならない宮扮護"の世界へと、身を投

じることとなる。斜陵の三機能である①休息・休養、②

気晴らし・娯楽、③自己開発・自己啓発をどう組み合わ

せ(カップリングイりし、どう融合(カクテルイりさせてい

くかを認識できることが余暇能力11)として求められて

いる。それがとりもなおさず、セルフケア行動に通じる

ものであり、セルフ・モニタリングのレベルを向上させ

ていくものである。

要介護予防運郵指導は、指導を受ける側だけではなく、

指導する側にとっても、 1剰慢の扱いをどうするの州原

点をもう一度問い直すよし暢桧といえる。

要介護予防運動について、興味・関心を持つ者による

砂院会が発足している。情報交換を是非すすめていきた

い。以下へのご連絡をお願いしたし、:

間 Z叫dh@l回nto-galωin.ac. jp 

hide. cpr. 911@ace.∞孔ne.jp
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